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１．趣旨

２

横浜国際総合競技場「日産スタジアム」等のネーミングライツについては、
現在、令和３年３月１日から令和８年２月28日までの５年間、日産自動車
株式会社と契約しています。

本市と日産自動車株式会社で契約更新に関する再協議を行い、方向性につ
いて合意しました。

合意内容は現契約（５年６億円）を上回り、20年以上に渡り市民に親しま
れ、広く地域社会に浸透している「日産スタジアム」という名称を引き続
き使用できることなどから、今後、日産自動車株式会社と契約更新の手続
きを進めていきます。



２．内容

３

（１）ネーミングライツスポンサー
日産自動車株式会社 （本社所在地：横浜市西区高島一丁目１番１号）

（２）契約期間
令和８年３月１日～令和13年２月28日（５か年契約）

（３）契約金額
６.５億円

（４）対象施設
横浜国際総合競技場「日産スタジアム」
小机競技場「日産フィールド小机」
スポーツコミュニティプラザ「日産ウォーターパーク」



２．内容

４

（５）各年の支払金額
令和８年３月１日～令和９年２月28日までの１年間 年額５千万円
令和９年３月１日～令和10年２月29日までの１年間 年額１億円
令和10年３月１日～令和12年２月28日までの２年間 年額１億５千万円
令和12年３月１日～令和13年２月28日までの１年間 年額２億円

※仮に、契約が途中で終了した場合は、年平均額（1.3億円）に経過年数等を乗じた金額で清算。

次回（令和13年～）の契約更新について

３．その他

・次回更新に向けては、今回の経緯や本市全体のネーミングライツの考え方も
踏まえ、対応を検討していきます。



＜参考＞

５

参考２ 令和７年９月常任委員会報告の内容

契約期間 令和８年３月１日～令和９年２月28日（１か年契約）
契約金額 ５千万円

契約期間 令和３年３月１日～令和８年２月 28 日（５か年契約）
契約金額 ６億円 令和３年３月１日～令和６年２月29日までの３年間 年額１億円

令和６年３月１日～令和８年２月28日までの２年間 年額１億５千万円

参考１ 現在の契約内容


